
    

    

    

    

第第第第    ２２２２    部部部部    

    

平成平成平成平成22225555((((2012012012013333))))年度に実施年度に実施年度に実施年度に実施したしたしたした施策施策施策施策    
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第第第第２２２２部部部部    平成平成平成平成22225555((((2012012012013333))))年度に実施年度に実施年度に実施年度に実施したしたしたした施策施策施策施策    

    

１１１１    人権一般の普遍的な視点からの取組人権一般の普遍的な視点からの取組人権一般の普遍的な視点からの取組人権一般の普遍的な視点からの取組       「人権に関する基本的な知識の習得」をベースとしながら，平成25年度は「生命の尊さ」の視点に重点を置き，各種の啓発事業を実施しました。       具体的な事業の内容については，「４ 総合的かつ効果的な人権啓発の推進」のとおりです。  平成25年度 人権一般の普遍的な視点からの主な取組    

○地元のスポーツチームと連携して 制作・掲示した啓発ポスター ○人権啓発指導者養成研修会の実施 ○県民参加型の啓発イベントの実施    平成26年度は，「人権に関する基本的な知識の習得」をベースに，「生命の尊さ」及び「個性の尊重」の視点に重点を置き，各種の啓発活動を実施する予定です。   
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２２２２    各人権課題に対する取組各人権課題に対する取組各人権課題に対する取組各人権課題に対する取組    ((((58585858事業事業事業事業))))     取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ※ 「取組番号」欄の数字は，広島県人権啓発推進プランの各人権課題ごとの「(具体的な取組)」の番号を表す。    
((((１１１１))))    女性女性女性女性 ① 女性の登用 県の審議会等への女性の参画を積極的に推進 平成25年度における女性登用率は，全審議会26.4％，５審議会を除く審議会で 34.6％となり，目標値をほぼ達成することができた。 引き続き，各審議会において積極的に女性の登用を図る。 ― 全局部 ○ (有)  (総務局) 人事課 平成25年度における女性登用率は34.1％であり，目標値を達成することができた。 広島県男女共同参画基本計画(第３次)における目標値を達成できるよう，引き続き，各審議会において積極的に女性の登用を図る。  ― (教育委員会) 総務課 ○ (有) 【警察署協議会】   警察署協議会委員 252 名のうち，女性委員は 97 名(38.5%)であり，「広島県男女共同参画基本計画(第３次)」に掲げられた，平成27(2015)年度末までの目標値を達成した。  【留置施設視察委員会】  留置施設視察委員会の委員６名中２名に女性委員が登用され，目標値である 30％を上回るとともに，留置施設の視察において，女性の視点からの意見を聞くことができた。 

  引き続き，新たな人材の確保に努め，女性の登用を推進する。      留置施設視察委員会においては，委員の30％を女性とするよう目標を定め，引き続き女性委員の登用のための働きかけを推進する。  
― (警察本部) 総務課 留置管理課 ◎ (有) 

① 男女共同参画拠点づくり推進事業 (公財)広島県男女共同参画財団が行う男女共同参画を推進するための情報・研修・相談・交流・チャレンジ支援の５部門を柱とする各種事業の支援 ●人材養成や普及啓発を図るための講座の実施 ●相談事業，情報提供事業の実施  等 広島県女性総合センター「エソール広島」において，(公財)広島県男女共同参画財団が実施する情報・研修・相談・交流・チャレンジ支援の５部門を柱とする各種事業を支援するとともに，事業連携を図った。  引き続き，(公財)広島県男女共同参画財団が行う各種事業を支援する。 5,255 (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (有) 
② 地域における取組支援 県内全域で男女共同参画の取組が推進されるよう，先進的取組情報の提供や市町・関係団体等の取組機運の醸成につながる講演会を開催 市町，関係団体及び企業の男女共同参画担当者などを対象に，先進的取組事例の紹介等を行う男女共同参画研修会を開催することにより，地域の実情に応じた主体的な取組を促進することができた。   また，大竹市と連携して講演会を開催することにより，市町における男女共同参画推進の機運醸成を図ることができた。 

県内全市町において男女共同参画計画が策定されるよう，計画未策定の市町に対し，啓発事業の連携実施により男女共同参画推進の機運醸成を図るとともに，引き続き積極的な計画策定に関する情報提供を行う。 754 (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (有) 



 

23 

取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ② 男女共同参画に関する広報・啓発 ●男女共同参画週間における広報  パネル展示，啓発リーフレット等の配布 ●インターネット，広報誌などによる広報・啓発 男女共同参画週間や人権啓発フェスティバルでパネル展示等を実施するなど，各種研修会やセミナー等の機会を通じて啓発を行ったほか，インターネット，広報誌などによる広報活動を実施することにより，男女共同参画に関する県民の理解を深めることができた。  男女共同参画社会が，女性だけでなく，男性にとっても仕事と家庭が調和した暮らしやすい社会であることについて理解を深めるための，広報・啓発を実施する。 ― (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (有) 
④ 働く女性の就業継続応援事業 出産・育児と仕事の両立を希望する女性労働者の着実な就業継続を支援するため，研修会や相談等を実施 ●研修会・個別相談 広島３回，福山・呉・三原・三次各1回実施 ●出前講座 企業等へ相談員等が出向き，ミニ研修会を実施 ●報告会の実施・奨励金の支給  企業等が研修受講者の報告会や講習会等を実施した場合に奨励金を支給 ●働く女性のネットワーク会議の開催  セミナー・交流会を実施 

就業継続人数(増加分)は，目標460人(毎年度)に対して実績517人であり，目標を達成した。 ●研修会・個別相談  受講者の満足度は高く，就業継続意識の醸成，両立の不安解消に効果があった。 ●出前講座，報告会の実施･奨励金の支給  研修会受講者以外の女性労働者への波及効果，企業の取組の促進につながった。 ●働く女性のネットワーク会議  働く女性，企業経営者，人事担当者等382人の参加があった。 
研修会の内容をより実践的にするなど内容を見直しつつ，出前講座，奨励金の支給等を引き続き実施する。 25,904 (健康福祉局) 働く女性応援PT ◎ (有) 

③ 公正採用選考等啓発事業 公正な採用選考システムを確立し，就職の機会均等が図られるよう，啓発資料を県の雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」に掲載し，事業主に対する啓発を実施 不適切な採用選考に対しては公共職業安定所が対応(職業安定法に基づく改善命令等を含む。)することとされており，件数等非公表のため，評価は困難である。 引き続き，「わーくわくネットひろしま」を通じて，事業主に対する啓発を実 施する。 ― (商工労働局) 雇用労働政策課 ― 
③ ④ ワンストップ雇用労働情報提供システム  男女雇用機会均等法，育児・介護休業法や支援制度，相談窓口等の情報を「わーくわくネットひろしま」に掲載し，求職者，学生，労働者，事業主に対して広報，啓発を実施 求職者，学生，労働者，事業主に対して，きめ細かい情報提供を行うとともに，利便性を向上させた。 引き続き，常に最新情報が掲載されるよう管理するとともに，利用者や時代の要請に応じた機能・サービスの拡充を継続していく。 3,168 (健康福祉局) 働く女性応援PT (商工労働局) 雇用労働政策課  

○ (無) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ③ ④ 子育てしやすい職場環境整備事業 ●仕事と家庭の両立支援推進事業  企業訪問による一般事業主行動計画策定の促進 ●男性の育児休業等促進事業    男性が 1 週間以上の育児休業等を取得した中小企業に奨励金を支給 ●女性の継続就業支援事業  労働者のための保育施設を事業所内に新たに設置した場合に，設置後の運用に要する費用の一部を補助 
●仕事と家庭の両立支援推進事業  企業訪問 1,172件 ●男性の育児休業等促進事業  奨励金：目標50件に対して計38件支給 ●女性の継続就業支援事業  事業所内保育施設整備促進補助金   5件補助 

●仕事と家庭の両立支援推進事業 県の直轄事業として，引き続き，企業訪問による一般事業主行動計画の策定を支援する。 ●男性の育児休業等促進事業 奨励金の申請は引き続き50件を目標とするとともに，イクメン企業同盟の活動を促進することにより，男性の育児休業取得を中心に，子育てしやすい職場環境の整備を推進する。 ●女性の継続就業支援事業 引き続き，運営に要する費用の一部を補助する。 
47,167 (健康福祉局) 働く女性応援PT ◎ (有) 

③ ④ 男女がともに働きやすい職場環境づくり事業 ●職場環境実態調査  県内企業の女性の能力発揮支援や仕事と家庭の両立支援の取組等の実態把握 ●職場環境実態調査  調査結果をホームページに掲載 ●職場環境実態調査  必要に応じて調査項目の見直しを行い，適正に実施する。 1,183 (商工労働局) 雇用労働政策課 ○ (無) 
③ ④ 女性の就職総合支援事業 ●わーくわくママサポートコーナーの運営  就職を希望する女性に対し，「わーくわくママサポートコーナー」においてきめ細かい相談対応等を行い，潜在的に就職を希望している女性の就職活動を支援 ●就業意欲の啓発  潜在的に就職を希望しているが，就職活動をしていない女性に対してセミナーやワークショップを実施することにより，相談窓口への誘導や就職活動開始をサポートする。  

●わーくわくママサポートコーナーの運営  相談741件，うち137名就職 ●就業意欲の啓発  参加者 セミナー77名 ワークショップ105名  引き続き，マザーズハローワークと連携し，女性の就業に関するワンストップの相談窓口を運営するとともに，県内数か所で出張相談を実施し，女性の就職活動を支援する。 33,062 (健康福祉局) 働く女性応援PT ○ (有) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ③ ④ ひとり親家庭ＩＴスキルアップ就業支援事業  仕事と家庭の負担を一人で担うひとり親家庭の親の在宅での就業を支援するため，「広島県在宅就業支援センター」を設置し，職業訓練等を実施 広島県在宅就業支援センターを設置し，映像字幕制作業務等のＩＴ技術を習得する全５期の訓練生を募集し，在宅就業に向けた訓練を実施している。 訓練修了者の在宅就業が確保されるよう，在宅業務発注者の掘り起こしを図っていく必要がある。 371,651  (健康福祉局) こども家庭課 ○ (無) 
⑤ ⑥ 暴力被害女性支援体制整備事業 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(ＤＶ法)」に基づく「配偶者暴力相談支援センター」の機能充実による暴力被害女性等に対する相談・保護・支援体制の強化  ・普及・啓発 ・相談体制の充実 ・保護体制の充実 ・関係機関等との連携 

平成25年度こども家庭センターにおける ・相談受付件数：2,332件 ・一時保護件数：3,389件(延人員) 継続実施する。 11,306  (健康福祉局) こども家庭課 ○ (無) 
(14)(14)(14)(14)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計    499,450   

 

(警察本部) 生活安全総務課 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 
((((２２２２))))    子ども子ども子ども子ども ① ② 青少年健全育成事業 家庭・学校・地域社会が一体となった青少年育成活動を推進するため，青少年健全育成条例の運用等により青少年を取り巻く有害環境の改善を行うほか，青少年育成県民運動を推進するため，(公社)青少年育成広島県民会議の活動を支援 ●青少年を取り巻く有害環境の改善 内閣府と連携し，「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」を開催 ●「青少年の非行・被害防止全国強調月間」(７月) 啓発ポスター2,700枚を配布し，市町，県民会議，関係団体とともに各種啓発事業を実施 ●「子ども・若者育成支援強調月間」(11月) 啓発ポスター2,500枚を配布し，市町，県民会議，関係団体とともにあいさつ・声かけ街頭啓発活動等，各種啓発事業を実施 ●青少年育成広島県民運動の推進 青少年育成情報ネット「ゆっぴーネット」による情報発信  

●インターネットフォーラム参加人数約530人 フォーラムで実施したアンケートにおいて ・とても満足した(41%) ・満足した(48%) との高評価を得ており，インターネット利用環境づくりに関して関心を高めることができた。  ●ゆっぴーネットを活用して，青少年健全育成に関する情報を発信することができた。 
●今後も，青少年健全育成条例の運用等により青少年を取り巻く有害環境の改善に取り組むとともに，(公社)青少年育成広島県民会議と連携して家庭・学校・地域社会が一体となった青少年育成活動を推進する。  ●より多くの人に情報を閲覧してもらえるよう，内容の充実・周知を図る。 

9,511 (環境県民局) 県民活動課 ○ (無) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ① ② ③ ④ 少年非行防止総合対策事業 ●少年サポートセンターの運営 ・少年やその保護者，学校関係者等からの各種少年相談の受理，非行少年等に継続的な助言・指導を行う継続補導 ・非行少年に対する立ち直り支援活動 ・非行少年等の早期発見・早期補導を目的とした街頭補導活動 ・学校との共同実施による犯罪防止教室等の開催，少年非行や被害防止を目的とした各種広報啓発活動 (平成25年中)  少年に手を差しのべる立ち直り支援301回，継続補導821回，被害少年支援(継続支援)360回，サポート会議 等143回，立ち直り支援299回，街頭補導435回，少年相談915件，広報啓発活動652回，連絡会議379回 ●非行少年グループ等の立ち直り支援事業  犯罪少年の再非行率の約７割を占める広島市域及び福山市域２箇所で民間施設を借り上げ，非行少年を一堂に集め，定期的かつ継続的に少年の居場所づくりをする「少年サポートルーム」を開設し，少年の規範意識・コミュニケーション能力の向上及び家庭(保護者)，地域の教育機能の再生・向上により再非行防止を推進 (平成25年度) 実施回数62回，延べ支援少年数384人 ●スクールサポーターの活用  生徒指導上課題を抱える学校からの要請により，経験・知識を有する非常勤嘱託員であるスクールサポーターを派遣し，非行少年グループの解体や補導，非行防止活動を実施 (平成25年度)派遣校18校，派遣回数1,661回   

●非行少年を生まない社会づくりや再非行防止を推進することができた。また，スクールサポーターの活用について，「暴力行為などの問題行動が減少した」「教員の対応にゆとりができた」「いざという時に心強い」「スクールサポーターのアドバイスが役に立った」などの反響が学校からあった。 ●検挙・補導した少年のうち 47％が中学生であり，非行の低年齢化に歯止めがかかっていない。また，検挙・補導した校内暴力事案数は全国的に見ても高く(138件，加害生徒154人)，全体の89％が中学校で発生している。 ●スクールサポーターの活用について，人的な不足もあり，県内の学校が希望する派遣回数や派遣頻度に，十分応えきれていない。 

●少年サポートセンターの運営，非行少年グループ等の立ち直り支援事業  各警察署単位で検挙・補導した非行少年等に対し，「学習支援」「社会奉仕活動」「犯罪防止教室」「体験学習」等をボランティアと連携し，立ち直り支援活動を推進する。 ●スクールサポーターの活用  スクールサポーターを増員し，体制の強化を図りながら，県教育委員会の「学校支援プロジェクトチーム」と連携し，問題を有する児童，生徒に対する指導，非行少年グループの解体や補導をはじめ，非行防止活動を実施するなど，安心して学べる教育環境を早期に構築する諸対策を推進している。  今後は，当該指導等をより効果的なものとするため，県と市町の連携を強化して，総合的な少年非行対策を推進していく。 

57,111  (警察本部) 少年対策課 ― 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ① ② 子どもの交通安全対策事業  人命尊重の理念に基づき，次代を担う子どもたちを交通事故から守るため，自転車競技を通じて交通安全に関する知識と技術を身につけさせることにより，交通事故防止を図る目的で，「交通安全こども自転車広島県大会」を開催 ●開催日：平成25年６月23日(日) ●開催場所：広島市中小企業会館(広島市西区商工センター一丁目) ●主催：一般財団法人広島県交通安全協会，広島県警察 ●参加：23チーム，児童92人 ●内容：学科テスト，実技テスト(安全走行，技能走行)   

(成果) ●子どもに自転車の安全走行に関する知識と技能を習得させたことで，交通安全について興味と関心を高めさせることができた。 (課題) ●不参加の地域が見受けられ，さらなる交通安全意識の向上のためには，保護者や学校，教職員等の理解と協力を得ることが必要 
自転車の交通安全ルール遵守意識が浸透しておらず，子どもが関係する自転車事故の割合は大きく減少していないことから，より一層の大会参加を呼びかけ，予選会を実施するなどして，更なる交通安全意識の向上に努める ― (警察本部) 交通企画課  ○ (無) 

② ③ ④ 児童虐待防止対策事業 児童虐待について，発生予防(普及啓発)，早期発見・早期対応及び事後ケア(再発防止)など，一貫した総合的な取組を実施 ●発生予防 ・児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン事業の実施 ・里親キャンペーン事業の実施 ●早期発見・早期対応 ・電話相談「子ども何でもダイヤル」の実施 ・こども家庭支援員の配置  ・虐待対応嘱託弁護士の配置 ・一時保護所への心理療法士の配置 ・医療的機能強化事業の実施 ・児童福祉施設基幹的職員研修事業の実施 ・要支援児童サポートスタッフの配置 ・市町職員実戦力向上研修の実施 ●事後ケア(再発防止) ・保護者・児童へのグループワークの実施 ・里親支援事業の実施 

・広報啓発の実施により，児童虐待を発見した場合は，こども家庭センター等に通告する義務があることの周知度が微減したものの約8割の水準を維持した。 (H21)69.8%⇒(H23)75.2%⇒ (H24)80.7%⇒ (H25)78.7%  目標：(H25)80％ ・児童虐待対応について，一貫した総合的な取組を実施した。 
平成24年10月１日に発生した死亡事案について，外部有識者による検証委員会により，平成25年２月１日にまとめられた「児童死亡事案検証報告書」において提示された課題・問題点と提言に基づき，引き続き再発防止に向けた取組を行う必要がある。 158,437 (健康福祉局) こども家庭課  ○ (有) 

(4)(4)(4)(4)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 225,059    

(警察本部) 少年対策課 



 

29 

取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 
((((３３３３))))    高齢者高齢者高齢者高齢者 ① 老人保健福祉月間事業 県民の間に，広く高齢者の福祉についての関心と理解を深めるとともに高齢者に自らの生活の向上に努める意欲を促すため，９月を老人保健福祉月間と定め，市町及び関係団体と協力して，諸行事を実施 ●広報活動 懸垂幕の掲示，県ホームページ等による広報，百歳長寿者への内閣総理大臣祝状・記念品伝達 平成25年度対象者 808人 

９月15日老人の日の全国でのキャンペーンに併せ，９月を県の老人保健福祉月間とし， 県ホームページへ県実施事業を掲載し，懸垂幕を掲示して広報活動を実施したこと，国の百歳高齢者への礼状等を贈呈したことにより，県民に高齢者福祉についての関心と理解を深めることができた。 誰もが，健康で安心して生きがいを持った生活を送ることができる活力ある長寿社会を築くため，今後も老人保健福祉月間事業により普及・啓発，広報活動を実施していく。 126 (健康福祉局) 地域福祉課 ○ (無) 
② 介護保険サービス適正利用推進事業 県の本来業務である市町の体制強化を図るための苦情処理担当者の研修や苦情窓口への訪問事業等の事業を委託実施 ●市町等苦情処理担当者研修会等の開催 １回 ●市町等苦情処理ブロック別会議 ６回 ●市町等苦情相談窓口巡回訪問事業 ８回 ●広報啓発事業 等 ［実施主体］県〔広島県国民健康保険団体連合会へ委託〕 

計画どおり実施することができた。 介護保険サービスに係る相談や苦情に対する市町の体制強化を図ることにより，高齢者に対する人権課題への対応を含めた適切な介護サービスの提供を推進することとし，今後とも継続的な取組を行っていく。(平成24年度と同様に実施) 〔広島県国民健康保険団体連合会へ委託〕 
3,327 (健康福祉局) 介護保険課 ◎ (有) 

④ 明るい長寿社会づくり推進事業 高齢者の生きがいと健康づくりをはじめ，積極的な社会参加を推進するため，各種事業を実施 ●全国健康福祉祭(ねんりんピック)への選手派遣 参加人員 21種目 149名(選手145名，役員４名) ●シニア総合スポーツ大会の開催 参加人員 ８種目 884名 ●シルバー作品展 出品作品 350点 ●シルバー囲碁・将棋大会 囲碁：参加人員 272 名(広島地区 193 名，福山地区79名) 将棋：参加人員 90名 ●高齢者のための元気いきいき広島・よがんすネット [実施主体](社福)広島県社会福祉協議会  

(社福)広島県社会福祉協議会へ事業実施を委託することにより，高齢者の生きがい・健康づくり，社会参加を推進することを効率的かつ効果的に実施することができた。 平成25年度と同様に，高齢者の生きがいと健康づくりをはじめ，積極的な社会参加を推進するための各種の事業を継続して実施する。 委託先：(社福)広島県社会福祉協議会 39,081 (健康福祉局) 高齢者支援課 ○ (無) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ④ プラチナ世代社会参画促進事業 団塊の世代の高齢化が見込まれる中，社会の活力の維持向上のためには，高齢者一人ひとりが積極的に地域社会へ参画し，長年培ってきた知識や経験，技能を十分発揮することが重要であることから，現役世代を含むプラチナ世代(概ね55歳以上)が地域の担い手として活躍できる社会の構築を推進 ●プラチナ世代社会参画促進キャンペーン ・プラチナ世代 55フェア 2013の実施(11月 24日 (日)県立産業会館で開催)来場者数 約1,800人 【主催】広島県プラチナ世代支援協議会(広島県， (社福)広島県社会福祉協議会，(公財)広島県老人クラブ連合会等10団体で構成) ●プラチナ世代による子育て支援活動の促進 ・普及啓発用チラシの作成・配布(10,000部) ・孫育て支援ハンドブックの作成・配布(15,000部) ●プラチナリーダーチャレンジ事業 ・プラチナ大学受講生を中心に，ボランティア活動団体とのマッチングの場を提供 ●社会参画活動支援事業 ・地域の活性化等に取り組むため，新たに組織した団体や，取組を促進するために組織を強化した団体に対して助成金を交付(４団体 607千円) ●広島県高齢者健康福祉大学校(プラチナ大学)の運営 ・廿日市市と福山市で開校，53名が修了   

●プラチナ世代55フェア2013では，目標を上回る来場者数があった。   ●プラチナ大学を市町と連携して実施し，地域課題の解決に資するカリキュラムを編成することにより，地域で活躍する人材，団体等を育成する。 ●子育て支援に関するチラシやハンドブックについては，引き続き効果的な配付を行う。  
16,113 (健康福祉局) 高齢者支援課 ○ (無) 



 

31 

取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ④ 高齢者交通安全対策事業 ●老人クラブにおける交通安全部会，交通指導員に対する支援・育成活動を推進 ●交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者に対し，「交通安全仲良しクラブ」への参加を呼びかけるとともに，他の高齢者に対しても訪問活動による個別指導を推進 ●薄暮・夜間における歩行中の交通事故を防止するため，反射材用品等の身の回り品への組み込みを奨励 
(成果) ●老人クラブにおける主体的な交通安全対策事業の充実を図るため，研修会の開催，情報提供，交通指導員と共同した交通安全講習の開催等交通安全部会や交通指導員に対する支援・育成活動を推進 ●「交通安全仲良しクラブ」会員の拡充に努めるとともに，地域交通安全推進委員等の交通ボランティアと連携し，訪問活動による個別指導を推進 ●反射材を直接貼付する「交通安全ピカピカ作戦」や街頭活動，キャンペーン等を通じて，反射材用品等の普及活用を促進 (課題)  高齢者の交通事故件数は減少するも，死者数は増加し，交通事故死者数に占める割合も半数を超えるなど，引き続き対策が必要   

●老人クラブにおける主体的な交通安全対策事業の充実を図るため，交通安全部会，交通指導員に対する支援・育成活動を推進 ●「交通安全仲良しクラブ」など，訪問活動による個別指導を通じて，交通安全教育の充実を図る。 ●反射材の視認性等を理解させる講習会の開催や「交通安全ピカピカ作戦」を通じて，反射材用品等の普及活用を促進 
― (警察本部) 交通企画課 ○ (有) 

⑤ 高年齢者就業支援事業 高年齢退職者に臨時的かつ短期的な就業の場を提供している，シルバー人材センター連合会への補助等 ・会員15,537人(H26.2.28) ・就業延人員 1,324,336人(平成25年度) 会員数及び就業延人員が減少した。 多くの高年齢者の希望に応じた就業の機会を提供する機関として引き続き補助を行う。 8,900 (商工労働局) 雇用労働政策課 ○ (無) 
⑤ 公正採用選考等啓発事業 公正な採用選考システムを確立し，就職の機会均等が図られるよう，啓発資料を県の雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」に掲載し，事業主に対する啓発を実施 不適切な採用選考に対しては公共職業安定所が対応(職業安定法に基づく改善命令等を含む。)することとされており，件数等非公表のため，評価は困難である。 引き続き，「わーくわくネットひろしま」を通じて，事業主に対する啓発を実 施する。 ― (商工労働局) 雇用労働政策課 ― 
⑤ ワンストップ雇用労働情報提供システム 高年齢者の雇用拡大や事業主に対する助成制度，高年齢者向け就職相談窓口等の情報を，「わーくわくネットひろしま」に掲載し，求職者，事業主に対して，広報，啓発を実施 求職者，学生，労働者，事業主に対して，きめ細かい情報提供を行うとともに，利便性を向上させた。 引き続き，常に最新情報が掲載されるよう管理するとともに，利用者や時代の要請に応じた機能・サービスの拡充を継続していく。 (3,168) 再掲 (商工労働局) 雇用労働政策課 ○ (無) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ⑥ 広島県地域包括ケア推進センター運営事業 ●県内各市町の実情に応じた地域包括ケア体制を構築するための， ・医療，介護職員等を対象とした医療介護連携の構築支援 ・在宅ケア推進を目的に，地域包括支援センターに対する各種調査の実施 ・地域リハビリテーションの推進を図るための体制構築 ●解決困難な認知症や高齢者虐待等の事例に対する市町職員等からの相談対応等 ［実施主体］(公財)広島県地域保健医療推進機構 
●医療介護連携の基礎となる専門外の基礎知識取得を目的とした研修会を県内10事業所で実施 連携課題を確認するチームケアモデル推進事業を，県内21事業所で実施 ●地域包括支援センターの機能評価を基に機能強化支援を行い，市町の取組を促進 ●地域リハビリテーションの支援体制を再構築するとともに，地域リハの理念等を関係機関と共有 ●高齢者虐待に係る困難事例に関する市町職員等からの相談対応等を実施 

平成26年度も平成25年度と同様に実施する。 (公益財団法人広島県地域保健医療推進機構へ委託) 58,461 (健康福祉局) 高齢者支援課 ○ (無) 
⑥ 認知症にやさしい地域づくり支援事業 ●高齢化の急速な進展に伴い，認知症のある高齢者の増加が見込まれる中，本人や家族を適切に支援するため，医療と介護の連携強化等により地域における支援体制の構築等を図るための検討を行う認知症地域支援体制推進会議の開催 ●認知症患者本人やその家族をはじめ，県民が認知症を正しく理解し，認知症の早期受診・治療につなげることなどを目的として，世界アルツハイマーデー(９月21日)を起点とした１週間を「オレンジリング週間」と位置付け，次の取組を実施 ・オレンジリング・イベントの実施 期日：９月21日(土)    内容：講演会，相談会等 来場者：講演会約320名，相談会９組 

●認知症対策の推進に向けた検討を行うための会議を定期的に開催した。 ●集客目標を達成した。 ●アンケートでは，「認知症に対する理解が深まった」「あわてずに対応したい」など，高い評価が得られた。 ●引き続き，事業の目的等に応じて推進会議等を開催する。  1,124 (健康福祉局) 高齢者支援課 ○ (無) 

⑥ 認知症地域連携体制構築事業 ●認知症のある高齢者に適切な医療とケアを提供するため，認知症地域支援体制推進会議の下に，医療と介護の情報共有化のためのツール(地域連携パス)の作成や県内への普及について検討を行う部会を設置する。 ● 県内全域における地域連携パスの導入に向け，課題や成果を検討するためのモデル事業を実施する。 【実施地域】４か所 
●モデル事業の進捗状況の分析や県内で広く利用される標準的ツールの作成等を議論する部会を定期的に開催した。(開催回数：４回) ●上記会議にて整理・作成した標準的ツール(ひろしまオレンジパスポート(ＨＭネット活用を含む))を，県内の認知症疾患医療センター等の認知症専門医療機関(発行機関)へ導入(Ｈ26.4運用開始)した。 

●標準ツールの全県普及に向けた方策等の検討やＨＭネットパスシステム導入支援策を実施する。 8,450 (健康福祉局) 高齢者支援課 ◎ (有) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ⑥ 減らそう犯罪推進事業 ●「高齢者を対象とした安全情報ネットワーク」による情報発信 今後，認知症高齢者や一人暮らし，夫婦のみの世帯の高齢者の増加が見込まれるため，市町等の行政機関，医療・介護関係者，地域の自治組織や住民等と連携，協力し，高齢者を守るネットワークの構築を推進し，犯罪情報等を提供する。 
●高齢者を対象に①市町の福祉部門②広島県病院協会等の医療機関等に対し，犯罪情報官速報をインターネット・FAXで情報提供した。     ●平成25年度中における特殊詐欺被害者の年齢構成をみると「60歳以上」が全体の約 77％(189 人)を占めており，高齢者に対する情報発信の強化とネットワークの重層化が求められる。 

●特殊詐欺被害のうち，60 歳以上が大部分を占める金融商品等の取引を名目とする詐欺と還付金等詐欺(120 件)の被害防止に重点を置き，情報提供を行う。 ●特に，現金を宅配便やレターパック・ゆうパックで送らせる手口が増加していることから，この種の犯罪から高齢者を守る対策を強化する。 
93 (警察本部) 安全安心推進課 ― 

⑥ 高齢者防犯モデル地区活動 ●「高齢者防犯モデル地区」の指定と犯罪防止教室の開催  県内各警察署ごとに高齢者が多い地域，高齢者の犯罪・事故の被害が多い地域28地区を「高齢者防犯モデル地区」として選定し，同地区における犯罪防止教室の開催をはじめとした効果的な活動を推進する。 
●高齢者を対象とした防犯・交通安全教室を開催し，犯罪被害及び交通事故防止活動を推進した。また，独居高齢者及び高齢者世帯に対する訪問活動等により，防犯指導及び交通安全指導等行った。                                                      ●平成25年度中における特殊詐欺被害者の年齢構成をみると「60歳以上」が全体の約 77％(189 人)を占めているほか，65 歳以上の高齢者による交通事故の発生件数も，対前年度比で17件増加しており，高齢者に対する情報発信の強化とネットワークの重層化が求められる。 

広報啓発活動を推進するに当たっては，特に広島県警察メールマガジンや犯罪発生マップを活用する場合，高齢者にとっ ては操作が困難であることから，あらかじめ警察署で印字出力し配布するなど，高齢者に分かり易く，優しい広報を行うよう工夫する。 
― (警察本部) 安全安心推進課 ― 

(13)(13)(13)(13)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 135,675    
((((４４４４))))    障害者障害者障害者障害者 ① 障害者社会参加推進事業 (精神保健福祉講演会開催事業) 心の健康に対する関心の喚起及び精神保健福祉に関する正しい知識の普及を図るための普及啓発事業の実施 ●精神保健福祉に関する講演会等の開催 ・実施時期：12月 1日(日)(坂町)，12月 14日 (土)(安芸太田町) ・場所：坂町町民センター     川・森・文化・交流センター ・対象：地域住民 ・参加者：約200人(各会場ごと) [実施主体] 県，(一社)広島県精神保健福祉協会 

平成25年12月１日に坂町で，同月14日に安芸太田町で，広島県精神保健福祉講演会「こころいきいきフェスタ」を開催し，講師による講演のほか，作業所の活動内容の紹介などを行った。 本事業は，県内各市町で順次開催し，平成２５年度をもって全市町(広島市除く)で開催したことから終了する。  360 (健康福祉局) 健康対策課 ○ (有) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ① ② ④ ⑤  障害者社会参加推進事業 (知的障害者福祉大会開催事業) ●目的 障害者福祉について研究し，自立への意欲を高めるとともに，広く県民に対する福祉思想の普及，啓発を促進 ●内容 知的障害者援護知事表彰等を行う広島県知的障害者福祉大会の運営を支援 ・期日：10月13日(日) ・場所：ふくやま芸術文化ホール[リーデンローズ](福山市) ・対象：知的障害者とその保護者，関係者 ●計画目標 引き続き，広く参加者を募り，福祉思想の普及・啓発を促進 (平成25年度実績：約1,200人) [実施主体] (一社)広島県手をつなぐ育成会  

知的障害者とその保護者，関係者が大勢集い，福祉思想の普及，啓発の促進の観点からも大きな成果を上げることができた。 毎年，県内を持ち回りの方法により開催しており，福祉思想の普及・啓発の観点からも，継続した取り組みとして実施していく。 270 (健康福祉局) 障害者支援課 ○ (無) 

① ② ④ ⑤  あいサポートプロジェクト ●目的 誰もが暮らしやすい共生社会の実現を目指し，地域社会全体の思いを強くつなげる環境づくりに向けての機運の醸成等 ●内容 ・あいサポート運動(あいサポーター研修の出前講座等) あいサポート企業・団体研修，あいサポーター研修，小・中学校での出前講座等 ・あいサポート認定式 あいサポート企業・団体認定式，障害者雇用に係る講演等 ・チラシ・リーフレットによる普及啓発等 ・あいサポートアート展の開催 障害のある方による芸術展 ●実績 ・あいサポート運動 あいサポーター数累計129,865人，あいサポート企業・団体数 392企業・団体 (平成25年度末現在) (公社)広島県社会福祉士会に委託して実施   

あいサポート運動について,「あいサポーター数」が129,865人となるなど，障害や障害者に対する県民の理解の普及啓発に努めた。  また，小・中学校，高等学校への出前講座を実施したところ，児童，生徒に障害や障害者に対する理解を深めてもらうことができ，大きな成果があった。  あいサポートアート展では，障害のある方の芸術作品のすばらしさを多くの方に，観てもらうことができた。  障害者に対する支援の必要性に対する県民の理解については，まだまだ十分とは言えない。 
平成26年度は，引き続き，あいサポート企業・団体を募集するとともに，小・中学校，高等学校への出前講座を実施する。また，あいサポーター研修の講師を務められる人として，あいサポートリーダー(仮称)を養成する研修を実施する。 現在は，県が主体となって，運動を推進しているが，さらに，運動を広めるためには，市町と共同して運動を推進できる体制を構築することが必要である。  

11,212 (健康福祉局) 障害者支援課 ◎ (有) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ④ 公正採用選考等啓発事業 公正な採用選考システムを確立し，就職の機会均等が図られるよう，啓発資料を県の雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」に掲載し，事業主に対する啓発を実施   不適切な採用選考に対しては公共職業安定所が対応(職業安定法に基づく改善命令等を含む。)することとされており，件数等非公表のため，評価は困難である。 引き続き，「わーくわくネットひろしま」を通じて，事業主に対する啓発を実施する。 ― (商工労働局) 雇用労働政策課 ― 
④ ワンストップ雇用労働情報提供システム 障害者雇用に関する事業主の義務，支援制度や県内の障害者の雇用の現状，障害者を対象とした就職面接会，相談窓口等の情報を「わーくわくネットひろしま」に掲載し，広報，啓発を実施   求職者，学生，労働者，事業主に対して，きめ細かい情報提供を行うとともに，利便性を向上させた。 引き続き，常に最新情報が掲載されるよう管理するとともに，利用者や時代の要請に応じた機能・サービスの拡充を継続していく。 (3,168) 再掲 (商工労働局) 雇用労働政策課 ○ (無) 
④ 障 害者 雇用・就業促進事業 職場適応訓練の実施，求職中の障害者と事業主が一堂に会して直接面談する就職面接会の開催や障害者雇用啓発資料の作成及び障害者の雇用に積極的な事業所に対する知事表彰を実施 ・県内に本社のある企業(50 人以上規模)で雇用されている障害者 6,802人 ・職場適応訓練実績 ５人 

県内に本社のある企業(H11～24は56人以上規模，H25は 50 人以上規模)で雇用されている障害者の数は，10年連続で前年を上回った。 引き続き障害者の就労支援や事業主に対する障害者雇用啓発を実施する。 4,532 (商工労働局) 雇用労働政策課 ○ (無) 
④ 障害者在宅ワーク支援研修事業 情報技術を利用した在宅ワークに必要な技術習得の研修を実施 ・対象者：重度身体障害者等で通勤による就業が困難な者(14人) ・期間：５月～２月 ・内容：ＷＥＢデザイン習得(７人)，ＯＡ実務スキル習得(７人) ・方法：Ｅメール等を利用した在宅研修及び訪問指導 ●成果〔平成25年度 事業実施状況〕 訓練定員14名，受講者数13名 修了者数12名，中退者数１名 就業者数１名 コース数11コース 

インターネットを利用した技能習得指導等を実施し，在宅ワークに必要なＩＴ技能を習得させることができた。 ●訓練生の確保について ・ハローワークや福祉事務所等の関係機関との連携強化 ・積極的な広報の実施 3,136 (商工労働局) 職業能力開発課 ○ (無) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ⑥ 精神科病院入院患者処遇向上対策事業 精神科病院に対する審査・指導の実施(県管轄の全精神科病院，年１回) ●精神科病院病状審査及び入院者状況調査 精神科病院に指定医を派遣し，措置入院者及び医療保護入院者の病状・入院状況について，審査指導を実施 ●医療保護入院届，定期病状報告，処遇改善請求に係る審査 広島県精神医療審査会において，入院届等の書類審査や処遇改善請求に基づく審査を行い，入院の要否や入院者の処遇を決定 
●精神科病院入院者の病状審査及び入院状況調査を実施し，適正な入院制度の運用と入院者の処遇等改善の指導を行った。 ●精神科病院入院者の人権に配慮した適正な医療の提供と処遇の向上を図る。 ●法改正に伴い，医療保護入院の同意の見直し及び精神医療審査会の機能強化に対応する必要がある。 11,553 (健康福祉局) 健康対策課 ○ (無) 

⑥ 障害者虐待防止・権利擁護推進事業 障害者虐待の未然防止や早期発見，迅速な対応及びその後の適切な支援の確保 ●障害者虐待防止ネットワーク検討委員会の運営 ●県障害者権利擁護センターの運営 ●障害者虐待防止・権利擁護研修 ●県域段階では，障害者虐待防止法へ対応するための体制を整備することができた。 ●市町の障害者虐待防止センター機能や市町段階のネットワークの構築について検討が必要である。 県障害者権利擁護センターにおける通報等への適切な対応とともに関係機関の連携体制の構築，関係者への研修に引き続き取り組む。 8,377 (健康福祉局) 障害者支援課 ― 
(9)(9)(9)(9)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 39,440    

((((５５５５))))    同和問題同和問題同和問題同和問題 ① ③ 啓発ビデオの上映 「ヒューマンフェスタ2013ひろしま」におけるビデオ上映により，参加者に同和問題への理解を促し，人権意識の醸成を促進  同和問題について考えるきっかけを与えることができた。 引き続き「ヒューマンフェスタ2014ひろしま」においてビデオ上映を実施する。 4-(4)に含む  (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) ②   公正採用選考等啓発事業 公正な採用選考システムを確立し，就職の機会均等が図られるよう，啓発資料を県の雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」に掲載し，事業主に対する啓発を実施  不適切な採用選考に対しては公共職業安定所が対応(職業安定法に基づく改善命令等を含む。)することとされており，件数等非公表のため，評価は困難である。 引き続き，「わーくわくネットひろしま」を通じて，事業主に対する啓発を実施する。 －  (商工労働局) 雇用労働政策課 －  
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ① ③ 啓発資料の作成・配布 人権研修プログラム手引書「気づきナビゲーションⅢ」や啓発冊子「『気付き』から始めるみんなにとって大切なコト。」等を継続して配布することにより，同和問題に対する偏見や差別意識の解消と同和問題の早期解決を目指して，人権尊重思想の普及を促進 企業・市町等の人権啓発担当者が研修教材として人権研修手引書や啓発冊子を活用することが期待できる。 人権研修手引書や啓発冊子を継続配布する。 4-(4)に含む  (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 
④  地方改善事業 (隣保館運営費補助金) 地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとしての隣保館の活動に対する支援を実施 市町（政令市及び中学詩を除く。）が実施する隣保事業に要する経費等の補助や指導監督を実施し，隣保館において，生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を実施し住民生活の改善及び向上を図ることができた。 引き続き，市町に対して支援を実施する。 218,899   (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 

(4)(4)(4)(4)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 218,899    
((((６６６６))))    アイヌの人々アイヌの人々アイヌの人々アイヌの人  々① 啓発資料の作成・配布 啓発冊子「『気付き』から始めるみんなにとって大切なコト。」等を継続して配布することにより，アイヌの人々に対する偏見や差別意識の解消を目指して，人権尊重思想の普及を促進  企業・市町等の人権啓発担当者が研修教材として啓発冊子を活用することが期待できる。 啓発冊子を継続配布する。 4-(4)に含む (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 

(1)(1)(1)(1)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 0    
((((７７７７))))    外国人外国人外国人外国人 ① ② 多文化共生の地域づくり支援事業 ●ひろしま多文化共生連絡協議会の充実・強化による市町等と連携した多文化共生施策の一層の推進  (構成) 県，県内23市町，県警，ひろしま国際センター等  (顧 問) 法務局，入国管理局，労働局  ＜主な事業＞ ・行政情報の多言語化 ・外国人相談窓口の運営 ・市町の取組支援の充実  

●連絡協議会を５月に開催 ●ハザードマップ補助資料，感染症予防の関連資料を多言語化(英語，中国語，韓国語，ポルトガル語，フィリピノ語，スペイン語)し，県内全市町に提供 ●外国籍県民のための相談窓口や情報サイトを設けるとともに，担当者の研修等により市町の多文化共生推進の取組を支援した。(公益財団法人ひろしま国際センターへの委託) 
引き続き，外国籍県民やともに暮らす日本人県民のニーズ把握に努めるとともに，市町や住民ボランティアの人材育成や具体的な取組を積極的に支援する。 20,477 (地域政策局) 国際課 ○ (無) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ③ 公正採用選考等啓発事業 公正な採用選考システムを確立し，就職の機会均等が図られるよう，啓発資料を県の雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」に掲載し，事業主に対する啓発を実施   不適切な採用選考に対しては公共職業安定所が対応(職業安定法に基づく改善命令等を含む。)することとされており，件数等非公表のため，評価は困難である。 引き続き，「わーくわくネットひろしま」を通じて，事業主に対する啓発を実施する。 － (商工労働局) 雇用労働政策課 － 
③ ワンストップ雇用労働情報提供システム  外国人を雇用する事業主の義務・留意点，外国人労働者の職業紹介や労働条件に関する相談窓口等の情報を，「わーくわくネットひろしま」に掲載し，広報・啓発を実施 求職者，労働者，事業主に対して，きめ細かい情報提供を行うとともに，利便性を向上させた。 引き続き，常に最新情報が掲載されるよう管理するとともに，利用者や時代の要請に応じた機能・サービスの拡充を継続していく。 (3,168) 再掲 (商工労働局) 雇用労働政策課 ○ (無) 

(3)(3)(3)(3)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 20,477    
((((８８８８))))    ＨＩＶ感染者及びハンセン病患者・回復者等ＨＩＶ感染者及びハンセン病患者・回復者等ＨＩＶ感染者及びハンセン病患者・回復者等ＨＩＶ感染者及びハンセン病患者・回復者等 

アアアア    ＨＩＶ感染者等ＨＩＶ感染者等ＨＩＶ感染者等ＨＩＶ感染者等    ① エイズ予防対策事業 普及啓発，医療体制，相談体制等の総合的なエイズ対策の推進と，中国四国ブロック内の医療水準の向上を図るため，次の事業を実施 ●エイズ対策促進事業 ・推進体制の充実 ・普及啓発の推進 ・相談体制の充実 ・検査体制の充実 ・医療体制の充実 ●中国四国ブロックエイズ対策促進事業 ・連絡協議会の設置・運営 ・中四国拠点病院等に対する研修 ・ブロック拠点病院実地研修 ・調査研究 ・相談事業 ・ブロック拠点病院派遣事業   

(成果)  拠点病院，エイズダイアルや臨床心理士等と連携をとり会議や研修，イベントを実施することで，有機的な連携強化に繋がった。  (課題)  医療の進歩により，長期間の治療を要する感染者・患者が増加してきており，感染者・患者の高齢化が予想されるため，高齢者施設等での受入体制の整備が必要である。 
(今後の取組)  啓発のため HIV 検査普及週間や世界エイズデーにイベントを開催する。 関係機関と有機的な連携を行い事業の充実を図る。 52,902 (健康福祉局) 健康対策課 ○  (有) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 
イイイイ    ハンセン病患者・回復者等ハンセン病患者・回復者等ハンセン病患者・回復者等ハンセン病患者・回復者等 ① ハンセン病対策事業 ハンセン病患者等に対する偏見や差別を解消するため普及啓発活動を実施するとともに，患者等の名誉の回復，社会への復帰及び福祉の増進を図るため，次の支援事業を実施 (内容)普及啓発，入所者訪問，郷土産品送付，里帰り・社会復帰支援，患者家族生活援護，在宅者検診 

(成果) 普及啓発(パネル展)    １回 入所者訪問          ５箇所 郷土品送付            ２回 里帰り事業            ２回 在宅者検診      １回 (課題) 高齢化する患者等の支援 
(今後の取組) 引き続き，ハンセン病に関する正しい理解と知識の普及を図るとともに，高齢化する患者等に配慮した支援を実施する。 2,471 (健康福祉局) 健康対策課 － (無) 

(2)(2)(2)(2)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 55,373    
((((９９９９))))    刑を終えて出所した人刑を終えて出所した人刑を終えて出所した人刑を終えて出所した人    啓発資料の作成・配布 啓発冊子「『気付き』から始めるみんなにとって大切なコト。」等を継続して配布することにより，刑を終えて出所した人に対する偏見や差別意識の解消を目指して，人権尊重思想の普及を促進 企業・市町等の人権啓発担当者が研修教材として啓発冊子を活用することが期待できる。 啓発冊子を継続配布する。 4-(4)に含む  (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 

(1)(1)(1)(1)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 0    
(10)(10)(10)(10)    犯罪被害者等犯罪被害者等犯罪被害者等犯罪被害者等 ① 犯罪被害者等に係る支援施策の推進 犯罪被害者等の権利利益の保護及び適切な支援を行うため，総合的な対応窓口の設置・運営や広報・啓発，関係機関との連携体制の充実・強化など，関係施策を総合的に推進 〇総合窓口の設置・運営 〇広報・啓発事業の実施 ・街頭キャンペーンの実施(11/25 広島駅前) ・犯罪被害者支援講演会の開催 (11/28 広島市内)     

〇引き続き関係機関と連携して総合窓口の周知を図る必要がある。  ・相談件数 24件 (H24 35件，H23 22件) 〇広報・啓発活動について，犯罪被害者等が置かれた状況及び支援の現状と課題について講演を行った。参加者数は当初の見込みを達成した。  ・参加者数 180人(H24 62人) (関係機関・団体と共同開催) 
●引き続き総合窓口の周知を図るとともに，県民の理解を深めるための広報･啓発事業等の関係施策を総合的に推進する。 559 (環境県民局) 県民活動課 ○ (無) 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ② 犯罪被害者等に係る支援施策の推進 犯罪被害者等に対する人権尊重の普及を図るための啓発活動を推進 ●街頭キャンペーン(11/25   広島駅前) ●講演会(11/28  広島市) ●犯罪被害者に対する人権啓発の普及を図ることができた。 ●犯罪被害者に対する人権尊重の普及を図るため，広報啓発活動を推進する。 3,369 (警察本部) 警察安全相談課 － 
② 犯罪被害者等が受ける精神的，経済的，身体的被害の軽減を図るための援助活動の充実強化  ●犯罪被害者等への各種被害軽減のための活動ができた。 ●被害者に対する援助活動を強化する。 － ③ 公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けた, 公益社団法人広島被害者支援センターに対する助言・指導，財政的支援の措置 ●被害者支援センターに関する広報活動等を行い，財政的支援の拡充ができた。 ●広島被害者支援センターの財政的支援を拡充する。 － ② ③ 国の「犯罪被害者等基本計画」に沿った施策を推進 ●「犯罪被害者等基本計画」に沿った施策を推進できた。 ●「犯罪被害者等基本計画」に沿った施策を推進する。 － 

(2)(2)(2)(2)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 3,928    
(11)(11)(11)(11)    インターネットによる人権侵害インターネットによる人権侵害インターネットによる人権侵害インターネットによる人権侵害 ① サイバー犯罪対策の推進 ●不正に個人情報を入手する不正アクセスやフィッシング詐欺等のサイバー犯罪捜査の推進や掲示板への書き込みをめぐるトラブル等の防止 ●インターネットを利用した犯罪被害を未然防止するため，サイバーセキュリティ・カレッジの開催による広報・啓発活動を実施 ●サイバー犯罪対策室を中心に，不正アクセス事犯捜査やネット上のトラブル事案へ適正に対応した。 ●県民からの相談に適正に対応した。 ●各広報啓発行事等を通じて，県民の意識高揚を図った。 ●引き続き，人権侵害に係るサイバー犯罪の取締り，未然防止の広報啓発に努める。 － (警察本部) サイバー犯罪対策課 － 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) ② 個人情報保護制度の啓発 次のとおり，個人情報保護制度を普及・啓発し，個人情報の適正な取扱いを促進した。 ●ホームページに，個人情報保護法及び広島県個人情報保護条例の制度の概要を掲載し，普及啓発を図るとともに，「インターネット上で個人情報を守るためのポイント」等を掲載し，注意を促した。 ●県民や事業者からの個人情報に関する相談に対応した。(概ね年間10件) ●県職員等を対象に，個人情報保護制度についての研修を行った。(約160人程度)  
●ホームページで，個人情報保護のための有益な情報を提供することができた。 ●県民や事業者からの相談には，真摯に対応した。 ●県職員等を対象とした研修では，多くの参加者を得て，個人情報保護制度に対する理解を深めることができた。 個人情報保護法及び個人情報保護条例に基づき，引き続き，分かりやすい情報提供や普及啓発に努める。 23 (総務局) 総務課 － 

((((2)2)2)2)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 23    
(12)(12)(12)(12)    その他その他その他その他  ユニバーサルデザイン推進事業 ●「ユニバーサルデザインひろしま推進指針」に基づく普及・啓発 ●最新動向の把握及びホームページ等を通じた情報発信等 県内の全市町がユニバーサルデザインやユニバーサルデザインの視点を取り入れた業務の推進に取り組んでおり，普及・啓発について一定の成果があった。 最新動向の把握，情報提供の継続が必要 引き続き，ホームページ等を通じて啓発を行う。 － (総務局) 経営企画チーム － 
 拉致問題等北朝鮮による人権侵害問題の啓発 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づく当該問題の啓発 ●県ホームページ掲載，懸垂幕等の掲示，新聞への啓発広告掲載 ●県人権啓発イベント「ヒューマンフェスタ2013」でのポスター掲示・パンフレット配布 

(成果) 啓発週間(12月4日～10日)を中心に県の人権啓発イベントでの啓発などを通じ，この問題を広く啓発できた。 (課題) 早期解決に向け，国民の関心を風化させないこと 早期解決に向けて，引き続き，粘り強く様々な啓発活動に取り組む。 － (地域政策局) 国際課 － 
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無)  「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づき当該問題の啓発 ●北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせた啓発資料の配布・掲示を実施 (成果)  各種機会を捉えた啓発ポスター・パンフレット・チラシの配布等により，一般住民に対する拉致問題等北朝鮮人権侵害問題の啓発に関する知識の普及啓発の役割を果たした。 ○啓発資料(チラシ)の配布3,575枚 ○啓発ポスター掲示 82カ所 ○警察広報誌の配布80,733枚 ○コミュニティーラジオ局の啓発放送８回 ○ＮＰＯ法人の署名活動１カ所 ○警察本部のホームページに情報提供を求めるページを掲載 ○警察署メール３署 (課題)  更なる普及・啓発が必要である。  

●警察署ホームページ掲載は，県内28署全署で実施するよう改善する。 ●電光掲示板のある警察施設(署又は交番)での啓発掲示数の向上を図る。 ●警察メールが十分生かされていないので，各署の利用促進を図る。 － (警察本部) 外事課 － 

(3)(3)(3)(3)    事事事事        業業業業        費費費費        計計計計 0     
(61)(61)(61)(61)    各人権課題に対する取組の合計各人権課題に対する取組の合計各人権課題に対する取組の合計各人権課題に対する取組の合計 1,198,324      
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３３３３    人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等    ((((９事業９事業９事業９事業)))) 対象者 研修等の概要 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 県職員  各機関において，「広島県人権問題職場研修実施要綱」に基づき，所属の全職員を対象とする職場研修，管理監督者研修，業務別研修等の研修を実施  全機関において２回以上の研修を実施した。(延べ約600回，約12,300人参加)  引き続き，各機関における研修を実施していく。 ― (総務局) 人事課 ◎ (有) 県職員 ●自治総合研修センターが行う研修において，人権問題についての講義を実施  対象：初任研修，管理者研修，医療業務従事職員初任研修 ●人権問題職場研修推進員に対し，人権問題に対する認識を深めながら，研修の効果的な進め方を習得するための研修を実施 
 延べ544名の修了者中，アンケートの結果で，満足(143名)とやや満足(294名)の合計が80.3％であった。  アンケートの意見を参考に，より個別具体的な，気付きや行動につながる内容とする必要がある。 ― (総務局) 自治総合研修センター ○ (無) 

警察職員  警察職員に対し，職場及び各級警察学校教養において様々な人権問題について教養を実施  様々な障害を持つ人との関わり方について理解を深めることができた。  継続実施していく。 319 (警察本部) 人材育成課 ◎ (有) 消防職員  初任教育において人権問題についての講義を実施  初任学生に対して，人権男女共同参画課職員を講師に人権問題について理解させることができた。  次年度以降も継続的に実施 ― (危機管理監) 消防学校 ◎ (有) 農林漁業団体関係者  農山漁村地域における農林漁業団体の人権啓発推進に果たす社会的役割は大きなものがあることから，農林漁業団体職員等が人権問題に対する正しい理解を深め，様々な人権問題に対する取組みを推進するため，関係者への研修を実施 ●人権問題の啓発：研修会(講演とグループによる意見交換)の開催 ・実施時期：10月～12月 ・実施場所：広島，尾道，庄原で，計３回実施 ・参加人数：273名 
 アンケート調査によると，参加者の 68％が内容に満足しており，目標値にはやや達成できなかったが，人権問題への関心と理解を深めることができた。  アンケート調査により要望の多かったテーマを考慮しながら継続実施する。 290 (農林水産局) 農林水産総務課 ○ (有) 
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対象者 研修等の概要 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 市町職員等  それぞれが実施する研修等の教材やプログラムの充実を図るなど支援した。  それぞれの人権啓発担当者が研修教材等を活用することが期待できる。  継続実施する。 ― (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 県職員及び市町職員  犯罪被害者等の支援施策や相談窓口担当者を対象に，犯罪被害者等支援の取組を推進するための研修を実施 〇犯罪被害者等支援施策市町担当課長会議の開催(関係機関の担当者も出席)  ・開催日 6/7(金)  ・参加者数 34名(市町25名，県・警察等9名) 〇性犯罪被害者の支援に特化した研修の実施(窓口担当者が対象)  ・開催日1/29(水)  ・参加者数 52 名(市町 27 名，関係機関・団体12名，県・県警13名) 
県職員及び市町の窓口担当者の対応力向上のための支援を継続していくことが必要  県職員及び市町職員が関係機関，団体と連携して支援していけるよう研修を継続していく。 559 (環境県民局) 県民活動課 ○ (無) 

市町職員等  全市町の多文化共生・外国人相談窓口担当者を対象に，企画・相談能力の向上や相談員間のネットワーク構築を図るための研修を実施 (公益財団法人ひろしま国際センターへの委託事業)  年５回(６月，８月，11 月，３月)研修を実施し，延べ126人が受講した。  より多くの職員が受講するよう引き続き各市町へ働きかけるとともに研修内容(テーマ)の充実を図る。 (18,387) 委託事業 全体額 (地域政策局) 国際課 × (有) 
矯正施設職員 (刑務官)  矯正施設の職員である刑務官を対象に，新任及び昇任時教養において被害者支援の経緯，被害者に対する対応要領等に関する教養を実施 ●実施時期 平成25年７月，９月，平成26年２月(全３回) ●参加者 約100名  

 矯正施設職員約100名に対して，被害者支援教養を実施できた。  引き続き教養を実施する。 ― (警察本部) 警察安全相談課 ○ (有) 
(9)(9)(9)(9)    人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の合計人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の合計人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の合計人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修等の合計 1,168   
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４４４４    総合的かつ効果的な人権啓発の推進総合的かつ効果的な人権啓発の推進総合的かつ効果的な人権啓発の推進総合的かつ効果的な人権啓発の推進    ((((13131313事業事業事業事業)))) 取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 
((((１１１１))))    県民参加型の啓発活動の実施県民参加型の啓発活動の実施県民参加型の啓発活動の実施県民参加型の啓発活動の実施     人権啓発イベントの実施  県民に人権問題への理解と関心を深めてもらうため，「ヒューマンフェスタ2013ひろしま」を実施した。 ●実施時期：12月８日(日)10:30～16:30 ●実施場所：ＮＴＴクレドホール・ふれあい広場・紙屋町シャレオ中央広場(広島市中区基町周辺) ●内容：人権講演会 (元プロ陸上選手為末大)，映画「ももへの手紙」，一日人権擁護委員委嘱式(カープ安部友裕選手・庄司隼人選手)，ライブ(アクターズスクール広島)，身体障害者補助犬貸与式，県内小中高校児童生徒による実践発表会「一人一人の命を大切に～いじめ防止・撲滅の取組」，広島ＦＭＤＪ大窪シゲキのセミナー「いま，いじめ問題から生きることについて考えよう」，ふれ愛プラザ展示販売＆ティールーム，心配ごと相談コーナー，サンフレッチェ広島キックターゲットほか  ●参加者：延べ18,000人 

●イベント延べ集客数は昨年に比べて 2,000 人減ったものの，参加型イベントの観点からは充実した内容となった。 ●昨年度の課題(オープニングイベントでの観客の滞留)は解消できたが，当該イベントの集客数自体は減少した。 ●サンフレッチェ広島によるＪリーグ連覇翌日の開催となったが，イベントへの同チームの関わりについては注目されなかった。 ●企業参加はこれまで１社のみだったが，個別の働きかけなどにより５社に増加させることができた。 ●アンケート結果(アンケート回答者 1,892 人，回答率63.1％)によると，回答者の約９割が内容に満足しており，８割は人権問題についての関心や理解が深まり，今後もこのようなフェスタを行うべきと感じている。 

●予算額減などにより，著名人に頼った集客手法が難しくなっており，イベントの広報や内容を工夫する必要がある。 ●集客目標を15,000人以上とする。(会場規模縮小に対応)  8,233 (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (有) 

(1)(1)(1)(1)    小小小小        計計計計    8,233         
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 
((((２２２２))))    実施主体間の連携実施主体間の連携実施主体間の連携実施主体間の連携     地域人権啓発活性化事業の実施 地域の実情に応じた地域密着型の啓発活動を実施(国庫受託事業の市町への再委託) ●主な取組み 人権の花運動，人権啓発映画の上映，人権講演会 ほか ●再委託先 21市町(広島市及び神石高原町を除く) ※法務局(支局)，人権擁護委員連合会，市町等から成る「人権啓発活動ネットワーク協議会」と連携・協力して実施した。  

●人権の花運動では，小学生が互いに協力し合い花を育てる活動を通じて，命の大切さに気付き，他者への思いやりを育むことができた。 ●各地域において人権擁護機関との連携が図られた。 ●各地域の実情に応じて継続実施する。 5,068    (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 
(1)(1)(1)(1)    小小小小        計計計計 5,068                

((((３３３３))))    担当者の育成担当者の育成担当者の育成担当者の育成    
    

人権啓発指導者養成研修会の実施  市町・民間企業等の事業所の人権啓発担当者に対して，指導者としての必要な知識を習得するための研修を実施した。 ●実施時期 広島会場：平成25年７月10日，22日 福山会場：平成25年７月17日，31日 ●実施場所 広島会場：広島県立総合体育館 福山会場：まなびの館ローズコム ●講師・テーマ 有限会社ビジネス・パートナー代表取締役 桑野里美『もっと身近に「人権」問題を！』 前大阪同和・人権問題企業連絡会理事長 大西英雄『企業と人権～明るく元気のでる職場づくり～』 子ども教育広場事務局長 岡田耕治『対話からはじまる人権学習』 ●参加者 延べ188人 

●アンケート結果(回答数244，回答率87.1%)によると，回答数全体の 97.1%が「参考になった」「少し参考になった」と回答しており，人権啓発担当者として必要な知識を習得できたと思われる。 ●当該研修の内容を県ホームページに掲載することにより，研修担当者への研修内容や研修講師の紹介という２次的な効果にもつながった。 ●民間企業の参加割合は若干高まったが，全体としては依然低い(２割)。 
●民間企業の参加しやすい企画・広報を検討し，民間参加者割合を前年度より増加させる。 ●参加者の早期確保の観点から広報を引き続き，前倒しして開始し，民間企業への働きかけを重点的に実施する。 427 (環境県民局) 人権男女共同参画課    ◎ (有)    

(1)(1)(1)(1)    小小小小        計計計計    427         
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 
((((４４４４))))    文献・資料等の整備・充実文献・資料等の整備・充実文献・資料等の整備・充実文献・資料等の整備・充実     人権啓発冊子作成・配布 人権啓発冊子「『気付き』から始めるみんなにとって大切なコト。」を増刷し，市町，企業等に提供したほか，その他の啓発冊子等も継続配布した。 ●利用状況を踏まえて，啓発冊子を増刷し，企業・市町等の人権啓発担当者に配布することができた。 ●配布を案内する県ホームページについて，表現をわかりやすくするなど利用者に親しみやすい工夫を行うことができた。 ●研修教材として活用されることが期待できる。 ●人権啓発リーフレットを作成し，企業・市町等の人権啓発担当者に配布する。 ●人権啓発冊子等を継続配布する。 130 (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 
    

図書，ビデオ，資料等の整備・充実 人権啓発に係る図書，ビデオ，資料等を購入し，市町，企業等に貸出しを行なった。 ・平成25年度利用実績 479件 ●年間貸出件数は目標数値をほぼ達成した。(95.8％) ●アンケート調査により，利用者の 87.9％が内容に満足していることがわかった。(回収率62.2％) ●貸出しを案内する県ホームページについて，表現をわかりやすくするなど利用者に親しみやすい工夫を行うことができた。 ●研修教材として活用されることが期待できる。 
●年間貸出件数が500件超となるよう,ホームページや市町会議等の機会をとらえて，利用を呼びかける。 ●今後関心が高くなりそうな話題や啓発活動の傾向を把握し，需要に応じた啓発教材の整備を行う。 412 (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (有) 

((((2222))))    小小小小        計計計計    542          
((((５５５５))))    内容・手法に関する調査・研究内容・手法に関する調査・研究内容・手法に関する調査・研究内容・手法に関する調査・研究        啓発手法等に関する調査・研究 他県等の啓発手法等を調査することにより，効果的な啓発内容・手法を研究した。 ・中国ブロック主幹課長会議  ５月29日(水)松江市  中国５県で意見交換を行い，若い世代を対象にした取組み等について情報共有を図ることができた。  随時他県等と情報共有を図りながら，新しい啓発手法について検討する。 ――――    (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 

    (公財)人権教育啓発推進センターの研修等 参加  (公財)人権教育啓発推進センターの人権啓発研修等に参加することにより，効果的な啓発内容等について情報を収集した。  先進的な研修内容・手法について情報収集したほか，全国の人権啓発担当者と意見交換を行い，各人権課題等について情報共有を図ることができた。  積極的に研修等へ参加し，各人権課題を取り巻く状況や啓発手法について検討し，県が主催する研修等に活かす。 ――――    (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 
((((2222))))    小小小小        計計計計    0         
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 
((((６６６６))))    マスメディアの活用等マスメディアの活用等マスメディアの活用等マスメディアの活用等     啓発テレビスポットの制作，放映   人権尊重の理念(生命の尊さ)を表現したテレビスポットを制作・放映した。 ●テレビスポットについて，視聴率の高い時間帯の放送回数を増やし，接触世帯数を1.5倍に増加させることができた。 ●認知につながるだけの放送回数を確保できていない可能性がある。 限られた予算の中で，より効率的・効果的な手法を検討し，また，新たな手法や費用対効果・広告到達度による見直しを行う。  ●テレビスポット廃止 ●新聞広告掲載回数縮減 ●ラジオスポット及びちゅーピー子ども新聞の継続  ●公共交通機関へのポスター掲出期間延長 

13,208 (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無)     啓発ラジオスポットの制作，放送  人権尊重の理念や個別課題(配偶者等からの暴力)等をテーマとするラジオスポットを制作・放映した。 ○ (無)     新聞広告の掲載  人権尊重の理念，個別課題(いじめ，インターネットと人権，障害者虐待等)及びヒューマンフェスタ告知の記事を新聞広告に掲載した。 ●人権週間に向けて記事を４回掲載し，新聞読者に対し人権について考える機会を提供できた。 ●ちゅーピー子ども新聞(中国新聞)への記事掲載は，若年層に対する啓発につながった。 ●ヒューマンフェスタ2013ひろしまのアンケート結果によれば，記事を見て参加した人の割合が9.9％と高く効果的であった。 ●限られた紙面幅のため，各個別課題についての記述内容が限定的なものになった。 
○ (無) 

    啓発ポスターの制作，掲示  人権尊重の理念(生命の尊さ)を表現した啓発ポスターを電車等公共交通機関や，市町等の公共施設に掲示した。 ●人権週間に向けて集中的に掲出し，人権について考える機会を与えることができた。 ●県内公共交通機関を網羅することにより，マスメディアに触れない層に対しても接触の機会を設けることができた。  ○ (無) 
((((4444))))    小小小小        計計計計 13,208    

((((７７７７))))    インターネット等ＩＴ関連技術の活用インターネット等ＩＴ関連技術の活用インターネット等ＩＴ関連技術の活用インターネット等ＩＴ関連技術の活用     ホームページの充実  広く県民に対して，多種多様の人権関係情報を提供することを目的として，研修教材の紹介や実施事業の事前広報・結果紹介などをホームページに掲載した。  ●既存の掲載記事を含め，タイトル名や掲載箇所の工夫などを行い，情報をみつけやすくすることができた。 ●サンフレッチェ広島との連携による人権啓発広報に関する記事は，多くのアクセスを得ることができた。 ●ホームページが県民に広く活用されるよう，来訪者・再訪者を増やす工夫が必要  ●引き続き，人権関係情報をわかりやすく掲載する。 ●新規事業として，インターネットバナー広告を閲覧回数が多いサイトに掲載し，人権尊重メッセージ伝達やホームページへの誘導を行う。  ― (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 
(1)(1)(1)(1)    小小小小        計計計計    0      
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取組番号 事業名 事  業  内  容 評  価(成果・課題) 改善点・今後の 取組方針 Ｈ25年度 決算見込額(千円) ( )は再掲 (局部等) 担当課 達成状況 (目標数値 の有無) 
((((８８８８))))    新たな手法による啓発活動の実施新たな手法による啓発活動の実施新たな手法による啓発活動の実施新たな手法による啓発活動の実施        地元のスポーツチームと連携した人権啓発  県民に対する影響力の大きいサンフレッチェ広島など地元スポーツ組織と連携して人権啓発活動を実施した。  【サンフレッチェ広島】 ●ポスター及びテレビスポットの媒体として選手を起用 ●ホームゲームにおいて啓発活動実施 ●チーム広報媒体に広告掲載 ●ヒューマンフェスタにサンフレッチェコーナーを設置し，作成したオリジナルグッズを配布 【トップス広島】 ●加盟チームの選手等の派遣を受け，４小学校でスポーツ人権教室教室を実施 

●サンフレッチェ広島と連携した啓発活動について，ポスターへの選手起用やサポーターのエキストラ参加を通じて，更に多くの県民に知ってもらうことができた。 ●トップス広島から派遣されたトップレベルの選手による実技指導とメッセージは参加児童に大きなインパクトを与えることができた。  
●引き続きサンフレッチェ広島と連携した啓発活動及びトップス広島等と連携したスポーツ人権教室を実施する。 ●実施の際は，人権啓発活動ネットワーク協議会と引き続き連携する。 1,945 (環境県民局) 人権男女共同参画課 ○ (無) 

(1)(1)(1)(1)    小小小小        計計計計    1,945          
（（（（13131313））））総合的かつ効果的な人権啓発の推進総合的かつ効果的な人権啓発の推進総合的かつ効果的な人権啓発の推進総合的かつ効果的な人権啓発の推進のののの合計合計合計合計    29,423                

（（（（80808080））））    総総総総        事事事事        業業業業        費費費費    1,228,915         
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